
 イ 妊娠期からの児童虐待防止対策（重点課題②）（図 32） 

 児童虐待への対応は、これまで、制度の見直しや関係機関の体制強化などにより、その充実

が図られてきた。しかしながら、深刻な児童虐待事件が後を絶たず、全国の児童相談所におけ

る児童虐待に関する相談対応件数も増加を続けており、依然として社会全体で取り組むべき重

要な課題となっている。 

 このため、子どもの虐待を防ぎ、すべての子どもが健やかに成長できるような社会を構築す

るため、「健やか親子２１（第２次）」において、重点課題の１つとする。 

 児童虐待の防止するための対策として、(1)児童虐待の発生予防には、妊娠届出時など妊娠期

から関わることが重要であること、(2)早期発見・早期対応には、新生児訪問等の母子保健事業

と関係機関の連携強化が必要であること、(3)子どもの保護・支援、保護者支援の取組が重要で

ある。特に、早期発見・早期対応のためには、妊娠期から保健分野と医療分野、福祉分野とで

連携して取り組むことで、より実効力のあるものとすることができると考えられる。 

 目標は、「児童虐待のない社会の構築」とする。 

 重点課題②の健康水準の指標として、「児童虐待による死亡数」と、「子どもを虐待している

と思う親の割合」の２つを設定した。 

 

図 32 妊娠期からの児童虐待防止対策 
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 （ア）児童虐待による死亡数の減少 

 ① 現状と課題 

 児童虐待による死亡数については、最終評価において、現状では年度毎のばらつきが大きく

（図 33）、減少傾向という目標を達成している状況ではないとの評価であった。 

 また、「児童相談所における児童虐待相談の対応件数（参考とする指標）」については、社会

的な関心の高まりによる影響もあるものの、年々増加している。 

 これまでの子ども虐待による死亡事例等の検証において、日齢０日児の事例では母子健康手

帳の未交付や妊娠健康診査未受診の事例が見られるとされており、養育支援を必要とする家庭

への妊娠期・出産後早期からの支援を充実することが求められる。また、児童相談所虐待相談

における被虐待児童の年齢構成を見ると、０～学齢前だけで全体の 43.4%（平成 24 年度）を占

めることや、虐待による死亡事例の状況（平成 23年度・心中以外の虐待死事例）を見ると、０

歳児が 43.1%で最も多く、０～２歳までで 67.2%を占めていることから、特に乳幼児死亡の割合

については注視する必要がある。 

 

図 33 児童虐待による死亡数 

 
 

 

 

  

資料：厚生労働省「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について」の報告書 
※第１次報告は、対象期間が平成 15 年７月１日から同年 12 月末日（半年間）、第５次報告は平成 19 年 
１月１日から平成 20 年３月 31 日まで（１年３か月間）と、対象期間（月間）が他の報告と異なる。 
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 ② 目指すべき姿 

 児童虐待による死亡事例を根絶することが最終的な目標であるが、児童相談所の相談対応件

数が毎年度増加し、また、死亡数は横ばいであることから、５年後および 10 年後の目標は、現

状よりも１件でも死亡数を減らすこととする。 

 また、「健やか親子２１（第２次）」においては、心中と、心中以外の件数を分けて示すこと

とする。 

 データソースは、厚生労働省「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について」の報告

書の件数とし、児童虐待及び福祉犯の検挙状況等の報告書（警察庁生活安全局少年課調べ）の

推移も参考とする。 

 

ベースライン 中間評価（５年後）目標 最終評価（10 年後）目標 

心中以外：58人 

心中：41人 

（平成 24年） 

それぞれが減少 それぞれが減少 

 

 「児童虐待による死亡数（健康水準の指標）」についての目標達成に向けたイメージ図は、図

34 の通りである。 

 「児童虐待による死亡数」の減少に向け、まず「乳幼児健康診査の受診率（健康行動の指標）」

の状況を把握する取組を進め、未受診者を減少させることや、児童虐待の通告義務に関する普

及啓発の促進（「児童虐待防止法で国民に求められた児童虐待の通告義務を知っている国民の割

合（健康行動の指標）」）や、乳幼児揺さぶられ症候群についての認知度を高める（「乳幼児揺さ

ぶられ症候群（Shaken Baby Syndrome：以下、ＳＢＳ）を知っている親の割合（健康行動の指

標）」）ことなど、当事者である親子のみならず、国民全体の児童虐待についての関心を更に高

め、地域社会全体で児童虐待を予防する取組を進めることが重要である。 

 また、児童虐待を予防するため、妊娠期の取組として、妊娠届出時のアンケート等による妊

婦の状況把握（「妊娠届出時にアンケートを実施する等して、妊婦の身体的・精神的・社会的状

況について把握している市区町村の割合（環境整備の指標）」）や妊婦健康診査の受診状況の確

認、また、出産後は乳幼児健康診査の受診時等を通じて、養育支援を必要とする家庭を継続的

にフォローアップする体制づくり（「養育支援が必要と認めた全ての家庭に対し、養育支援訪問

事業を実施している市区町村の割合（環境整備の指標）」）が必要である。 

 さらに、児童虐待が発生した場合であっても迅速に対応できるよう、医療機関においては院

内虐待対策委員会を設置すること（「児童虐待に対応する体制を整えている医療機関の数（環境

整備の指標）」）や、市区町村の要保護児童対策地域協議会に産婦人科医等の参加を求める（「要

保護児童対策地域協議会の実務者会議、若しくはケース検討会議に、産婦人科医療機関の関係

職種（産婦人科医又は看護師や助産師）が参画している市区町村の割合（環境整備の指標）」）

など、保健・医療と福祉の連携が進むようにすることが重要である。 
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図 34 児童虐待による死亡数の目標達成に向けたイメージ図 

 
 

 ③ 目標達成に必要な具体的な取組方策の例示 
（※参考資料１の「具体的な取組方策の例示」の記載内容から、特に本指標に関連の強いものを抜粋） 

  〇 国の取組 

   ・児童虐待防止対策のための調査・研究等の実施（心中による虐待死の調査・研究を含む） 

   ・乳幼児健康診査の今後のあり方の検討（児童虐待への対応等） 

   ・乳幼児揺さぶられ症候群（ＳＢＳ）に関する啓発 

・乳児家庭全戸訪問事業ガイドラインや養育支援訪問事業ガイドラインの周知 等 

 

  〇 地方公共団体の取組 

   ・特定妊婦を早期に把握し、妊娠期からの早期支援の実施 

   ・乳児家庭全戸訪問事業ガイドラインや養育支援訪問事業ガイドラインの活用 

・児童虐待に対応するための人材確保、専門職（医師、保健師等）の技術向上、要保護児

童対策地域協議会の整備等、児童虐待対策の推進 等 

 

  〇 その他関係機関の取組 

   ・（専門団体）医療機関（救急外来や整形外科等）において児童虐待の早期発見、必要な支

援に結びつけることができる者の養成 

   ・（専門団体）歯科検診を通じた児童虐待の早期発見 

   ・（専門団体）診療情報提供書を積極的に活用した行政機関との連携を図ることの周知 

   ・（専門団体）乳児家庭全戸訪問事業ガイドライン及び養育支援訪問事業ガイドラインの周

知 

・（医療機関）医療機関における院内虐待対策委員会（Child Abuse Prevention System：

ＣＡＰＳ）などの設置 等  
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 （イ）子どもを虐待していると思う親の割合の減少 

 ① 現状と課題 

 現行の計画の指標である「子どもを虐待していると思う親の割合」は、最終評価においては、

目標値には達していないが改善したとの結果であった。現行の計画の期間において、市区町村

の虐待予防対策や関係機関の取組が進められたため、母親の主観的虐待感であるこの割合は改

善傾向にある（図 35）。 

 

図 35 子どもを虐待しているのではないかと思う母親
．．

の割合 

 
資料： 

 

 

  

ただし、最終評価において指摘のあるように「子どもを虐待しているのではないかと思う母親」

と「現在の経済状況が苦しい」と回答した母親の割合は、どの健康診査時点においても関連が認

められており（※）、今後の経済状況が変動した場合には影響を受けることがあるため、引き続き、

留意が必要である。 

 （※）オッズ比は、３・４か月児健診時が 1.89、１歳６か月児健診時が 1.64、３歳児健診時が

1.42 であった（平成 25 年度厚労科研「「健やか親子２１」の最終評価・課題分析及び次期国民健康運動の推進

に関する研究」（山縣然太朗班））。 

  

 

平成 17 年度厚労科研 「健やか親子２１の推進のための情報システム構築と各種情報の利活用に関する研究」（山縣然太朗班） 
平成 21 年度厚労科研 「健やか親子２１を推進するための母子保健情報の利活用に関する研究」（山縣然太朗班） 
平成 25 年度厚労科研 「「健やか親子２１」の最終評価・課題分析及び次期国民健康運動の推進に関する研究」（山縣然太朗班） 
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 ② 目指すべき姿 

 調査方法は今後検討し、ベースライン調査後に目標を設定する。 

ベースライン 中間評価（５年後）目標 最終評価（10 年後）目標 

－（平成 26 年度に調査予定） 

（参考）主観的虐待観 

（対象：母親、平成 25 年度） 

3～4か月児：  4.2% 

1 歳 6 か月児：  8.5% 

3 歳児   ： 14.2% 

ベースライン調査後に 

設定 

ベースライン調査後に 

設定 

 現行の計画においては、乳幼児健康診査時に母親を対象とした調査を行っていたが、「健やか

親子２１（第２次）」においては、母親だけでなく父親も含めた割合で評価できるように調査方

法を検討する。 

 「子どもを虐待していると思う親の割合（健康水準の指標）」についての目標達成に向けたイ

メージ図は、図 36の通りである。 

 「子どもを虐待していると思う親の割合」の減少に向けては、親を孤立させず親の育児負担

を地域全体で分担するような取組が必要である。 

 そのためには、市町村においては、乳児家庭全戸訪問事業を通じて、親の育児等に関する相

談に応じ、子育て支援に関する情報提供を行うこと（「対象家庭全てに対し、乳児家庭全戸訪問

事業を実施している市区町村の割合（環境整備の指標）」）や、養育支援が必要な家庭に対する

訪問支援事業を丁寧に実施（「養育支援が必要と認めた全ての家庭に対し、養育支援訪問事業を

実施している市区町村の割合（環境整備の指標）」）し、また、都道府県においては、ハイリス

クの親に対してグループ活動等による支援などの取組（「特定妊婦、要支援家庭、要保護家庭等

支援の必要な親に対して、グループ活動等による支援（市町村への支援も含む）をしている県

型保健所の割合（環境整備の指標）」）を進め、子どもを虐待していると思う親の割合の減少に

繋げることが重要である。 

  

- 107 -



図 36 子どもを虐待していると思う親の割合の目標達成に向けたイメージ図 

 
 

③ 目標達成に必要な具体的な取組方策の例示 

（※参考資料１の「具体的な取組方策の例示」の記載内容から、特に本指標に関連の強いものを抜粋） 

  〇 国の取組 

   ・児童虐待防止対策のための調査・研究等の実施（心中による虐待死の調査・研究を含む） 

   ・乳幼児健康診査の今後のあり方の検討（児童虐待への対応等） 

・乳児家庭全戸訪問事業ガイドラインや養育支援訪問事業ガイドラインの周知 等 

 

  〇 地方公共団体の取組 

   ・地域における母子保健活動での児童虐待防止対策の展開 

   ・特定妊婦を早期に把握し、妊娠期からの早期支援の実施 

   ・乳児家庭全戸訪問事業ガイドライン及び養育支援訪問事業ガイドラインの活用 

   ・親の心の問題に取り組むための関係機関・民間団体との連携の推進 等 

 

  〇 その他関係機関の取組 

   ・（専門団体）地域における児童虐待相談対応の充実 

   ・（専門団体）乳児家庭全戸訪問事業ガイドライン及び養育支援訪問事業ガイドラインの周

知 

   ・（民間団体等）育児不安の相談・カウンセリングの推進 等 
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